
 

 

 

 

角田市内郵便局におけるマイナンバーカード交付申請受付等 

の開始について 

  

角田市内の郵便局において角田市からの委託によりマイナンバーカード交付申請受付

等の事務取扱が開始されます。 

交付申請受付及び電子証明書関連業務の両事務の取扱いは東北初の事例となります。  

開始にあたり、下記のとおり「角田市マイナンバーカード交付申請受付等事務取扱開

始式」が開催されますので報道機関の皆さまにおかれましては是非御取材いただき、広

く情報発信に御協力願います。  

 

１ 日 時 

  令和７年３月１８日（火） 午前１０時００分から  

 

２ 場 所 

  角田市市民センター  202 会議室 

  角田市角田字牛舘 10 番地 

 

３ その他 

 ○詳細は別紙を御参照願います。  

 ○本県知事も来賓として御招きいただいております。 
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報道機関各位 

 

角田市市民福祉部市民課   

 

 

角田市内郵便局におけるマイナンバー交付申請等受付の開始 
 

令和 5 年 6 月の郵便局事務取扱法の一部改正により、地方公共団体が指定した郵便局において、マ

イナンバーカードの交付申請の受付等の事務を取り扱わせることができるようになったことに関し、

令和７年３月１８日から角田市内郵便局において、取扱いが開始されることとなりましたので、お知

らせいたします。 

 

概要 

（１） 取扱郵便局 

市内全郵便局 7 局（角田・藤尾・西根・桜・枝野・北郷・磐城東根） 

（２） 取扱開始日 

令和 7 年 3 月 18 日(火) 

（３） 取扱事務（両事務を取扱うのは、東北初となります。） 

マイナンバーカードの交付申請の受付事務（新規発行分） 

マイナンバーカードの電子証明書関連事務 

（４） 制度概要 

別紙のとおり 

（５） その他 

令和 7 年 3 月 18 日（火）10 時より、角田市市民センター202 会議室において、取扱開始

式を実施予定（郵便局が営業時間帯であることや局舎スペースの都合により、式典のみ市民センターで行います） 

    （開始式の概要） 

     ・関係者挨拶  角田市長  黑須 貫 

日本郵便株式会社  

常務執行役員 東北支社長 小野木 喜惠子 氏 

     ・来賓     宮 城 県 知 事  村井 嘉浩 氏 

角田市議会議長  馬場 道晴 氏 

宮城県議会議員  八島 利美 氏 

前 衆 議 院 議 員  西村 明宏 氏 

     ・テープカット 

  ※取扱開始式終了後、角田郵便局へ移動し、市長が実際に暗証番号再設定手続きを行う予定です。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 
角田市市民福祉部課市民課 星・鴫原 
電 話：0224-63-21１6（直通） 
メール：shimin@city.kakuda.lg.jp 
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【取扱事務の概要】（日本郵便株式会社 HP 掲載資料より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 今後、マイナンバーカード（電子証明書を含む）の更新需要が急増する見込みであることを受け、
カードの交付申請の受付や電子証明書の発行・更新申請の受付等を実施できる場所の拡充が必要
※電子証明書の更新需要は令和７年度に急増する見込み

○ 現在、マイナンバーカードの交付等に関する事務については、市町村において実施しているが、
あまねく全国に設置されている郵便局においても、マイナンバーカードの交付等の手続を行うことを可能に

背景

郵便局を活用したマイナンバーカードの交付

地方公共団体が指定した郵便局において取り扱うことができる事務に、マイナンバーカードの交付申請の受付等の事
務を追加する。

郵便局事務取扱法の一部改正

〇 国民の利便性向上

カードの取得等のために市町村の

窓口ではなく、身近な郵便局で行うこ

とも可能となり、負担が軽減

〇 行政運営の効率化

市町村は、郵便局を活用して、申請

受付等の窓口拡大が可能

制度改正の狙い改正後

住所地市町村

郵便局に来局
→交付申請

本人限定受取郵便等によるカード交付

指定

郵便局

カード交付のために
必要なやりとりを
オンラインで実施

改正前

交付申請

市町村窓口に来庁
→本人確認後、交付
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施行期日：公布日施行（令和５年６月９日（金））

別紙


	06_(参考資料３)報道発表資料
	（別紙）制度概要_郵便局事務取扱法

